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【施設等における出張申請】 

（１）概要 

✓ 出張申請受付では、職員が施設に出向き、一括して申請受付を行います。 

✓ 受付時に本人確認を実施するため、簡易書留郵便等でマイナンバーカードが郵送もし

くは施設へ持参のため、申請者は役所に出向くことなくカードの受取りが可能です。 

 

（2）申込条件 

① 摂津市に住民登録のある方で新規のマイナンバーカードの申請をご希望の方 

② 申請日から2か月以内に転出・転居等（住所や名前の変更）の予定がないこと 

③ マイナンバーカードの紛失等による再交付申請の受付はできません 

④ 申請者本人が会場にいること（15歳未満及び成年被後見人の方は、法定代理人も会場

にくること） 

 

（3）出張申請から受取までの手続の流れ 

施設等担当者と市職員との打合せ（※） 

↓ 

申請書等必要な準備書類を施設等へ事前送付または当日持参 

↓ 

（当日）受付会場設営、出張申請受付開催 

↓ 

（約1か月～2か月後）カードを申請者あてに簡易書留郵便等で送付もしくは施設へ持参 

 

（※）施設等担当者と市職員の打合せについて 

出張申請受付の実施が決定した後は、事前打合せを行います。打合せの際に確認させてい

ただく内容は、概ね以下のとおりです。 

＜打合せ内容＞ 

✓ 実施日時、申請受付人数の確認 

✓ 市職員と施設等の職員の役割分担（介助をお願いします） 

✓ 施設等への依頼事項の説明など 

✓ 当日のタイムスケジュール 

✓ 必要書類等の準備・通知カードの取扱い 
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（4）当日までに必要な準備 

当日必要な物品は、基本的には市側で準備・持参しますが、机・椅子などは施設からお借

りしたいと思います。マイナンバーカード出張申請受付実施に伴う事前準備等にご協力を

お願い致します。 

 

✓ 施設等内での周知 

✓ 本人確認書類等の準備 

✓ 申請者名簿の作成・提出 

✓ 会場や机・椅子・電源等の用意 

 

（参考）当日必要な物品 

項番 物品 用途 備考 

1 申請書類一式 申請書作成用 詳細は資料編P.12参照 

2 申請書記載例 申請書作成用  

3 記載台（机）・椅子 申請書作成用 ※施設で借用可能か調整 

4 記載用ペン 申請書作成用  

5 はさみ・糊等の文具 申請書作成用  

6 案内看板・チラシ等 案内用  

7 番号札 案内用  

8 デジタルカメラ 写真撮影用  

9 パーティション 写真撮影用  

10 背景用スクリーン 写真撮影用 無地の壁があれば不要 

11 プリンター 本人確認書類コピー用 ※施設で借用可能か調整 

 

※施設と調整し、借用が難しい場合は市役所から持参予定 
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（5）当日の流れ 

① 受付 

✓ 事前に必要書類の確認等させていただき、番号札をお渡しします。その後、待機場所

でお待ちいただき、番号順にご案内します。 

＜書類例（※詳細は「資料編」を参照）＞ 

・交付申請書（個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行/更新申請書） 

・個人番号カード・電子証明書 暗証番号設定依頼書、個人番号カード受取書 

・券面用顔写真 ※当日に写真撮影サービス利用の場合は不要 

・本人確認書類（原本提示） 

・通知カード ※紛失の場合は「通知カード紛失届」を作成 

・住民基本台帳カード ※お持ちの方のみ 

 

② 申請書確認・本人確認 

✓ 必要書類に不備がないか確認し、本人確認をします。 

その後、申請書や通知カード（通知カード紛失届）等必要書類を回収します。 

 

③ 写真撮影 

✓ 名前を記載した用紙をもって写真撮影を行います（※）。写真は後日市役所で印刷

し、申請書に添付して国のカードセンターに一括して送付します。 

 

（※）無帽、正面、無背景の写真を撮影できない方 

やむを得ない理由により無帽、正面、無背景の写真を撮影できない方は、交付申請書の表

面の氏名欄に具体的な理由を記載して、交付申請書を送付します。 

※写真が暗い、トリミングができない等の場合や、写真以外の理由で申請が不備となる場

合があることにご留意ください。 

 

〈使用可能な写真として認められる場合の参考例（一部抜粋）〉 

以下の場合以外でも、使用可能となる場合がります。 

✓ 医療上の理由の場合：医療器具と判断できる場合 

→車椅子、ペースメーカー、首や鼻等に装着しているチューブ、ベッドや布団（寝たき

りの場合）、眼帯、ガーゼ、絆創膏 等 

✓ 障害のある方の場合：事故や顔面麻痺等による顔の歪み等により正面を見ることが難 

しい、視線が定まらない、障害を理由に日常的に眼帯、サングラス、ガーゼ、絆創膏

等を着用している場合 

✓ 寝たきりの方の場合：枕やシーツ等が写りこんでいる場合 

希望があれば、 

会場での出張申請サポート後に 

個別訪問します。 
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（6）注意事項・留意事項 

✓ 出張申請受付では受付時に本人確認を実施しますが、本人確認書類が不備の場合等

は、後日、本人確認書類を持参の上、来庁頂き、カードの交付を受ける必要がありま

す。その際には、病気、身体の障害等やむを得ない理由により交付申請者の来庁が困

難と認められるときは、代理人が来庁してカードの交付が受けられます。 

 

✓ 交付申請者自身で暗証番号を設定することが困難と認められる場合は、介助者がその

支援を行うことも可能です。 

 

（7）マイナンバーカードの管理等について 

✓ 施設入所者のマイナンバーカードの管理等については、ご本人の状況やご希望等に応

じて、ご本人や家族、施設での管理が考えられます。マイナンバーカードは様々な場

面で利用できる本人確認書類ですので、大切なものとして適切な管理の呼びかけをお

願いします。 

 

〈マイナンバーカードをご本人やご家族が管理する場合〉 

利用者の方がご本人の居室等において、備えつきのロッカー等を利用し、紛失に注意を

いただいたうえで、保管がなされるよう、入居者の方々への周知をお願いいたします。 

また、ご本人の同意を得て、家族の方が管理されることも可能です。 

 

〈マイナンバーカードを施設で管理する場合〉 

取得したマイナンバーカードは、ご本人での管理が基本ですが、入所契約や預かり証等

の合意に基づき、施設側で入所者のカードを管理することも可能です。 

管理の際には、例えば、紛失防止のため鍵付きのロッカー等に保管することや、出し入れ

した日時など管理の記録をつけること、職員のうちマイナンバーカードの管理を行う者の

範囲を定めておくことなどが考えられます。 
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（8）暗証番号の設定が不要なマイナンバーカードについて 

✓ 暗証番号の設定が不要なマイナンバーカードとは、顔認証又は目視による顔確認に限定

されたマイナンバーカードです。 

 

✓ マイナンバーカードを健康保険証や本人確認書類として利用したいが、暗証番号の設 

定や管理に不安がある方等が安心してマイナンバーカードを取得し、利用でき、代理

交付を受ける方の負担軽減にもつながるよう新たに導入されました。 

 

✓ このカードでは、暗証番号の利用ができないため、健康保険証としての利用時等に暗

証番号での認証ができないことがわかるよう、カード表面右下の追記欄に「顔認証」

と記載されます。 

 

 

 

 

（鈴木さん作成の資料の添付予定） 
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（9）マイナンバーカードを健康保険証として利用するための手続き 

 

✓ マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、健康保険証利用の申込みが必      

要です(生涯1 回のみ)。健康保険証利用の申込みは、医療機関や薬局の窓口に設置する

顔認証付きカードリーダーで簡単に行うことができます。 

 

✓ マイナンバーカードとカードリーダー機能を備えたスマートフォンやパソコン（IC カ

ードリーダーが必要）を用いて行う方法（※1）や、セブン銀行のATM でも健康保険

証利用の申込みが可能です（※2）。 

（※1）「マイナポータル」アプリの取得が必要 

（※2）顔認証マイナンバーカードの場合、本人の同意が得られれば市役所で申込みでき

ます。または、医療機関に設置されている顔認証付きカードリーダーまたは目視

確認でも登録可能です。顔認証付きカードリーダーが設置されているかについて

は、医療機関にご自身でご確認ください。 
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〈参考〉資格確認書（令和6年秋の健康保険証廃止後） 

✓ 令和６年秋以降、新規の健康保険証は発行せず、令和６年秋の時点でお手元にある有

効な保険証は、その時点から最長１年間（健康保険証の有効期限が令和７年秋より前

に切れる場合はその有効期限まで）使用することができます。 

 

✓ 健康保険証廃止後、マイナンバーカードによるオンライン資格確認を受けることがで

きない方は、原則、ご加入の医療保険の保険者に申請いただくことで、ご本人の被保

険者資格の情報などを記載した「資格確認書」が無償交付されます。 

 

✓ 当分の間、健康保険証利用登録をされたマイナンバーカードを保有していない方その

他保険者が必要と認めた方については、ご本人の申請によらず保険者が交付する運用

とするため、申請は不要です。また、「その他保険者が必要と認めた方」について

は、健康保険証利用登録をされたマイナンバーカードを保有しているが、マイナンバ

ーカードでの受診等が困難なため申請により資格確認書が交付された高齢者、障害者

等について、更新時にご本人の申請によらず交付することなどを想定しており、こう

した方々は更新時の申請手続きは不要です。 

 

✓ 資格確認書を申請する場合は、施設等の職員から施設利用者に、資格確認書の申請希

望等をあらかじめ聞いた上で、施設等で保険者に代理申請いただくことも可能とする

ことを予定しています。 

 

✓ 「資格確認書」を医療機関・薬局の窓口で提示し資格確認を行うことで、引き続き、

一定の窓口負担で医療を受けることができます。ただし、資格確認書で受診等する場

合には、ご本人に過去に処方されたお薬や特定健診などの情報をオンライン資格確認

の仕組みを通じて活用することはできません。資格確認書の運用等の詳細について

は、追ってお知らせします。 
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〈参考〉マイナンバーカード、暗証番号不要のマイナンバーカード、資格確認書の用途 

 

 
マイナンバーカード 暗証番号不要の 

マイナンバーカード 

資格確認書 

医療機関・薬局の外来

受診等 
〇 〇 〇 

医療機関・薬局への過

去の薬剤情報の提供等 
〇 〇 × 

マイナポータル・コン

ビニ交付 
〇 × × 
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（10）お問い合わせ 

＜マイナンバーカードを紛失した場合＞ 

✓ マイナンバーカード機能停止の手続が必要となりますので、マイナンバー総合フリー

ダイヤル（0120-95-0178。音声ガイダンス2 番）へご連絡をお願いします。 

あわせて、警察に遺失届・盗難届を出していただき、受理番号を控えてください。 

 

✓ マイナンバーカードの再発行をご希望でしたら市役所窓口でのお手続きをお願いしま

す。 

 

＜暗証番号を忘れた場合＞ 

暗証番号をお忘れの場合や、ロックされた場合には、市役所窓口で初期化・再設定が必

要です。代理人が来庁される場合は2回来庁が必要ですので、詳しくは市民課までお問い

合わせください。 

 

＜ご相談・お問い合わせ先＞ 

マイナンバー制度全般に関するお問い合わせは以下へご連絡ください。 

マイナンバー総合フリーダイヤル（無料） 0120-95-0178 

受付時間 平日 9：30～20：00 

土日祝 9：30～17：30（※） 

音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。 

 

1．マイナンバーカード、電子証明書、個人番号通知書、通知カード、コンビニ等での証

明書 

2．マイナンバーカード及び電子証明書を搭載したスマートフォンの紛失・盗難 

3．マイナンバー制度・法人番号に関するお問い合わせ 

4．マイナポータル、健康保険証利用及びスマホ用電子証明書に関するお問い合わせ 

5．マイナポイント第2弾に関するお問い合わせ（2023年12月28日をもって窓口終了） 

6．公金受取口座登録制度に関するお問い合わせ 

（※）紛失、盗難などによる一時利用停止は、24 時間365 日受け付けます。 

（※）1 番については、平日・土日祝ともに9：30～20：00 

 

＜参考＞マイナンバー制度・マイナンバーカードに関するHP 

（総合サイト）https://www.kojinbango-card.go.jp/ 

（デジタル庁HP）https://www.digital.go.jp/policies/mynumber/ 

（総務省 HP）http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/index.html 

http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/index.html
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【資料編】 

（1）申請時に必要な書類 

①交付申請書（個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行/更新申請書） 

〈交付申請書の自署が困難な方〉 

交付申請書の自署は、介助者及び職員等が代筆し、ご本人が

押印等すれば、有効なものとして認められます。 

 

暗証番号が不要の場合は塗りつぶして下さい。 

※顔認証マイナンバーカード（暗証番号を設定しないこと）を希望する方は、 

市職員に申し出てください。 
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②個人番号カード・電子証明書 暗証番号設定依頼書 

     

①署名用電子証明書 

（英数字 6 文字以上、16 文字未満） 

✓英字は大文字のみ、英字と数字を組合わせて設定 

✓e₋Tax などインターネットで電子申告を行う際等に使用 

②利用者証明用電子証明書（数字 4 文字） 

✓健康保険証としての使用のほか、マイナポータルや 

住民票の写し等のコンビニ交付を利用する際等に使用 

③住民基本台帳用（数字 4 文字）※設定必須 

✓転入手続きやカードの住所・氏名等の変更手続きの際等に使用 

 

④券面事項入力補助用（数字 4 文字）※設定必須 

✓個人番号や基本 4 情報（住所・氏名・生年月日・性別）を確認

し、テキストデータとして利用する際に使用 

 

同
じ
番
号
で
も
可 

顔認証マイナンバーカードを希望の方はこちらに✓して下さい。 

（いずれの暗証番号も設定されませんので、暗証番号の記入は不要です） 
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個人番号カード受取書 

 

  

本人欄のみ記載して下さい 



15 

 

③券面用顔写真  

（※）当日に写真撮影サービス利用の場合は不要 

 

✓ 顔写真1 枚を準備ください。 

 

✓ 顔写真の規格は以下のとおりです。 

サイズ：縦4.5cm×横3.5cm 

最近6ヶ月以内に撮影 

正面、無帽、無背景のもの 

白黒の写真でも可 

 

✓ 裏面に氏名・生年月日を記入し、交付申請書に貼り付けてください。 
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④本人確認書類 

本人確認書類は以下のとおりです。 

➢ A の書類 2 点 

・身体障害者手帳 ・精神障害者保健福祉手帳 ・療育手帳 

・運転免許証 ・運転経歴証明書（※１） ・旅券 

・個人番号カード ・住民基本台帳カード 

・在留カード ・特別永住者証明書 ・一時庇護許可書又は仮滞在許可書 

（※１）交付年月日が平成 24 年４月１日以降のもの 

 

➢ A の書類 1 点 ＋ B の書類 1 点 

・敬老手帳 ・健康保険又は介護保険の被保険者証 ・医療受給者証 

・各種年金証書 ・年金手帳 

・基礎年金番号通知書（年金額改定通知書・年金振込通知書を含む。） 

・障害福祉サービス受給者証 ・自立支援医療受給者証 

・戦傷病者手帳 ・生活保護受給者証 ・住民名義の預金通帳 

・個人番号カード顔写真証明書（※２） 

・児童扶養手当証書 ・特別児童扶養手当証書 ・母子健康手帳 

・子ども医療費受給者証 ・各種資格証（電子工事士免状、無線従事者免許証等） 

・船員手帳 ・官公署がその職員に対して発行した身分証明書 

・民間企業の社員証 ・学生証 ・学校名が記載された各種書類 

・教習資格認定証 ・検定合格証 

・Ａの書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換証類 

 

（注）有効期間の定めがある書類は、有効期間内のものを準備ください。 

 

 

 

  

通知カードまたは 

個人番号通知書があれば、

A の書類 1 点、または 

B の書類 2 点で可能です。 
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⑤通知カード  

✓ 通知カードは、右図の紙製のカードです。 

✓ 通知カードを紛失された方は「通知カード紛失届」を作成下さい。 

 

 

 

  

省略可能です 
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⑥住民基本台帳カード（住基カード）※お持ちの方のみ 

✓ 住民基本台帳カードは、住所、氏名、生年月日、性別等が            

記録されたカードです。 

✓ マイナンバーカードの申請にあたり、返納が必要となります。 

✓ 住基カードをお持ちの方、紛失した方、交付を受けたことがある

方は、「住民基本台帳カード紛失・廃止届」を作成ください 

（有効期限切れや廃止手続き済みの方を除く）。 

 

 

 

  

住民基本台帳 
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⑦マイナンバーカードの健康保険証利用の申込みに関する同意書 

✓ 暗証番号の設定が不要なマイナンバーカードを申請の方で、市職員による健康保険証

利用登録のサポートを希望する方は、作成ください。 
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（2）必要書類チェックシート 
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（参考資料）マイナンバーこの 2 つのちがいは？ 
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（参考資料）マイナンバーカードが健康保険として利用できます！ 
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27 
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（参考資料）顔認証マイナンバーカード 
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